
岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成21年10月19日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第57号 

   岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例 

岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例（平成12年岩手県条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ 別表第７（第２条関係） 別表第７（第２条関係） 

 道路交通法関係事務手数料 道路交通法関係事務手数料 

  事 務 名 称 金 額 
指定試験

機関等 
事 務 名 称 金 額 

指定試験

機関等 
 

   ［略］     ［略］     

   ［略］     ［略］     

   ［略］    ［略］    

  

21 法第

1 0 8 条

の２第

２項の

講習 

施行令

第37条

の６の

２の講

習 

特定任

意高齢

者簡易

講習以

外の講

習 

［略］ 6,150円

 

 

21 法 第

1 0 8 条

の２第

２項の

講習 

施行令

第37条

の６の

２の講

習 

特定任

意高齢

者簡易

講習以

外の講

習 

［略］ 5,800円

法第97条の２第

１項第３号イ又

は第101条の４第

２項の認知機能

検査の結果に基

づいて受ける場

合    5,350円

 

 

  ［略］ ［略］  

 ［略］ ［略］ 

２ 別表第６（第２条関係） 

銃砲刀剣類所持等取締法関係事務手数料 

別表第６（第２条関係） 

銃砲刀剣類所持等取締法関係事務手数料 

  事 務 名 称 金 額   事 務 名 称 金 額  



  １ 銃砲刀剣類所持等取締法

（昭和33年法律第６号。以

下この表において「法」と

いう。）第４条第１項の銃

砲又は刀剣類の所持の許可

の申請に対する審査 

(１) 法第４条第１項第１

号の許可を現に受けてい

る者に対する猟銃又は空

気銃の所持の許可の申請

に係る審査 

 

 

 

 

 

(２) その他の者に対する

許可の申請に係る審査 

 

 

 

 

 

 

所持許可者猟銃等所

持許可申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

銃砲刀剣類所持許可

申請手数料 

 

 

 

 

 

 

5,400円

当該許可の申請

を行う者が同時

に他の同号の許

可の申請を行う

場合における当

該他の同号の許

可の申請 

3,100円

9,000円

当該許可の申請

を行う者が同時

に他の同項の許

可の申請を行う

場合における当

該他の同項の許

可の申請 

5,300円

  １ 銃砲刀剣類所持等取締法

（昭和33年法律第６号。以

下この表において「法」と

いう。）第４条第１項の銃

砲又は刀剣類の所持の許可

の申請に対する審査 

(１) 法第４条第１項第１

号の許可を現に受けてい

る者に対する同号の猟銃

又は空気銃の所持の許可

の申請に係る審査 

 

 

 

 

 

(２) その他の者に対する

許可の申請に係る審査 

 

 

 

 

 

 

所持許可者猟銃等所

持許可申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

銃砲刀剣類所持許可

申請手数料 

 

 

 

 

 

 

6,800円 

当該申請を行う

者が同時に他の

法第４条第１項

第１号の許可の

申請を行う場合

における当該他

の同号の許可の

申請に係る審査 

4,300円 

10,500円 

当該申請を行う

者が同時に他の

法第４条第１項

の許可の申請を

行う場合におけ

る当該他の同項

の許可の申請に

係る審査 

6,700円 

 

       ２ 法第４条の３第１項（法 認知機能検査手数料 650円  



第７条の３第３項において

読み替えて準用する場合を

含む。）の認知機能に関す

る検査 

  ２ 法第５条の３第１項の講

習会の開催 

 

(１)・(２) ［略］ 

 ［略］   ３ 法第５条の３第１項の猟

銃及び空気銃の取扱いに関

する講習会の開催 

 (１)・(２) ［略］ 

 ［略］   

  ３ 法第５条の４第１項の技

能検定の実施 

 ［略］ 21,000円   ４ 法第５条の４第１項の猟

銃の操作及び射撃に関する

技能検定の実施 

 ［略］ 22,000円  

      ５ 法第５条の５第１項の猟

銃の操作及び射撃の技能に

関する講習の実施 

技能講習手数料 12,300円  

  ４ 法第６条第１項の国際競

技に参加するため入国する

外国人の銃砲又は刀剣類の

所持の許可の申請に対する

審査 

 ［略］ 3,900円

当該許可の申請

を行う者が同時

に他の法第６条

第１項の許可の

申請を行う場合

における当該他

の同項の許可 

1,600円

  ６ 法第６条第１項の国際競

技に参加するため入国する

外国人の銃砲又は刀剣類の

所持の許可の申請に対する

審査 

 ［略］ 3,900円 

当該申請を行う

者が同時に他の

法第６条第１項

の許可の申請を

行う場合におけ

る当該他の同項

の許可の申請に

係る審査 

1,600円 

 

  ５ 法第７条第２項の許可証

の書換え 

許可証書換え手数料  ［略］   ７ 法第７条第２項の許可証

の書換 

許可証書換手数料  ［略］  

  ６ ［略］  ［略］   ８ ［略］  ［略］   

１ 



  ７ 法第７条の３第２項の許

可の更新の申請に対する審

査 

(１) 新たな許可証の交付

を伴う場合 

 

 

 

許可更新手数料 

 

 

 

 

5,800円

当該申請を行う

者が同時に他の

法第７条の３第

１項の許可の更

新の申請を行う

場合における当

該他の同項の規

定に基づく許可

の更新の申請に

係る審査及び同

時に法第４条第

１項第１号の許

可の更新の申請

に係る審査 

3,500円

  ９ 法第７条の３第２項の許

可の更新の申請に対する審

査 

(１) 新たな許可証の交付

を伴う場合 

 

 

 

許可更新申請手数料

 

 

 

 

7,200円 

当該申請を行う

者が同時に他の

法第７条の３第

１項の許可の更

新の申請を行う

場合における当

該他の同項の許

可の更新の申請

に係る審査及び

当該申請を行う

者が同時に法第

４条第１項第１

号の許可の申請

を行う場合にお

ける当該法第７

条の３第１項の

許可の更新の申

請に係る審査 

4,800円 

 

  (２) 新たな許可証の交付

を伴わない場合 

記載許可更新手数料 5,400円

当該許可の申請

を行う者が同時

に他の許可の申

  (２) 新たな許可証の交付

を伴わない場合 

記載許可更新申請手

数料 

6,800円 

当該申請を行う

者が同時に他の

法第７条の３第

  



請を行うとき及

び同時に法第４

条第１項第１号

の許可の申請を

行う場合におけ

る当該同項の規

定に基づく許可

の更新の申請に

係る審査

3,100円

１項の許可の更

新の申請を行う

場合における当

該他の同項の許

可の更新の申請

に係る審査及び

当該申請を行う

者が同時に法第

４条第１項第１

号の許可の申請

を行う場合にお

ける当該法第７

条の３第１項の

許可の更新の申

請に係る審査 

4,400円 

  ８ 法第９条の５第２項の資

格の認定 

教習資格認定手数料 7,900円   10 法第９条の５第２項の射

撃教習を受ける資格の認定

の申請に対する審査 

射撃教習資格認定申

請手数料 

8,900円  

  ９ 法第９条の10第２項の資

格の認定 

練習資格認定手数料 7,900円   11 法第９条の10第２項の射

撃練習を行う資格の認定の

申請に対する審査 

射撃練習資格認定申

請手数料 

8,900円  

       12 法第９条の13第１項の年

少射撃資格の認定の申請に

対する審査 

年少射撃資格認定申

請手数料 

9,600円 

当該申請を行う

者が同時に他の

法第９条の13第

１項の認定の申

 



請を行う場合に

おける当該他の

同項の認定の申

請に係る審査 

5,900円 

       13 法第９条の13第３項にお

いて読み替えて準用する法

第７条第２項の年少射撃資

格認定証の書換 

年少射撃資格認定証

書換手数料 

 

1,800円  

       14 法第９条の13第３項にお

いて読み替えて準用する法

第７条第２項の年少射撃資

格認定証の再交付 

年少射撃資格認定証

再交付手数料 

1,900円  

       15 法第９条の14第１項の年

少射撃資格の認定のための

講習会の開催 

年少射撃資格講習手

数料 

9,700円  

       

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この条例は、平成21年12月４日から施行する。ただし、表１の項の改正部分は、公布の日から施行する。 
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